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金融機関の担当者が直面しがちな、相続相談や手続きに関する諸問題…その

上手な対処法を様々な法制などの根拠とともに解説します！

銀行員は
これだけ

やるべき！ 相続相続相談＆手続きの勘所

担当者として
どこまで
できる？

言
書
が
な
い
場
合
の
相
続
預
金

の
名
義
変
更
等
の
手
続
き
で
す

が
、
ま
ず
「
遺
産
分
割
協
議
書
」
が
作

成
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
書
類
の

提
出
を
求
め
ま
し
ょ
う
。
遺
産
分
割
協

議
書
を
作
成
す
る
予
定
が
な
い
の
で
あ

れ
ば
、
各
金
融
機
関
所
定
の
「
相
続

届
」
の
提
出
を
求
め
ま
す
。

≪
遺
産
分
割
協
議
書
と
は
≫

　

遺
言
書
が
な
い
場
合
や
遺
言
書
に
記

載
漏
れ
に
な
っ
て
い
る
財
産
が
あ
る
場

合
な
ど
に
は
、
相
続
人
全
員
の
話
し
合

い
に
よ
り
、
被
相
続
人
の
遺
産
を
誰
が

ど
の
よ
う
に
相
続
す
る
か
決
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
被
相
続
人

の
遺
産
を
誰
が
相
続
す
る
の
か
を
決
め

る
手
続
き
を
遺
産
分
割
と
い
い
、
そ
の

た
め
の
話
し
合
い
を
遺
産
分
割
協
議
と

い
い
ま
す
。
遺
産
分
割
協
議
の
結
果
を

書
面
に
し
た
も
の
が
、「
遺
産
分
割
協

議
書
」
で
す
。

　

遺
産
分
割
協
議
書
は
、
被
相
続
人
の

遺

遺
産
に
つ
き
誰
が
相
続
す
る
の
か
を
記

載
し
、
相
続
人
全
員
が
署
名
押
印
し
ま

す
。
こ
の
と
き
の
印
鑑
は
実
印
に
て
行

い
、
印
鑑
証
明
書
の
添
付
に
よ
り
相
続

人
本
人
が
同
意
し
た
こ
と
の
証
し
と
し

ま
す
（
図
表
１
）。

　

遺
産
分
割
協
議
書
が
有
効
に
作
成
さ

れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
協
議
書
は

相
続
預
金
の
払
い
戻
し
の
ほ
か
、
不
動

産
の
相
続
登
記
、
証
券
会
社
の
証
券
口

座
の
名
義
変
更
に
使
用
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
遺
産
分
割
協

議
書
の
原
本
を
確
認
し
た
う
え
で
、
窓

口
で
コ
ピ
ー
を
と
り
原
本
を
来
店
者
に

還
付
す
る
対
応
が
望
ま
し
い
と
言
え
ま

す
。

　

な
お
、
す
べ
て
の
相
続
人
が
遺
産
分

割
協
議
書
に
署
名
押
印
し
て
い
る
か
を

被
相
続
人
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の
戸

籍
謄
本
及
び
相
続
人
の
現
在
の
戸
籍
謄

本
で
確
認
し
ま
す
。

　

相
続
人
の
中
に
成
年
被
後
見
人
等
が

い
る
場
合
に
は
、
遺
産
分
割
協
議
を
代

理
す
る
際
に
成
年
後
見
人
等
の
署
名
押

印
、
同
意
す
る
際
に
は
本
人
と
成
年
後

見
人
等
の
双
方
の
署
名
押
印
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　

ま
た
相
続
人
に
未
成
年
者
が
い
る
場

合
に
は
、
親
権
者
で
あ
る
両
親
等
が
未

成
年
者
の
代
わ
り
に
遺
産
分
割
協
議
を

行
い
ま
す
。
た
だ
し
図
表
２
の
よ
う
に

親
権
者
と
未
成
年
者
が
相
続
人
同
士
で

あ
る
場
合
に
は
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
選

任
を
受
け
た
特
別
代
理
人
の
署
名
押
印

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

協
議
書
を
作
成
し
な
い
場
合
は 

「
相
続
届
」
の
提
出
を
求
め
る

≪
個
々
の
資
産
ご
と
の
協
議
書
≫

　

実
務
上
は
遺
産
全
体
に
つ
い
て
記
載

し
た
遺
産
分
割
協
議
書
を
作
成
し
な
い

こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
被
相
続

人
の
遺
産
が
少
な
い
場
合
な
ど
は
、

個
々
の
遺
産
に
つ
い
て
誰
が
相
続
す
る

遺
産
分
割
協
議
に
関
す
る
手
続
き
や

書
類
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
た

執 筆 ● 八木 正宣 税理士法人 SBL 代表社員 税理士／行政書士／ CFP®第10回



61 　２０２3年 1 月号

法・税・財の知識を活かす
実践・重要実務

ここまで

　やるべき
！

か
を
記
載
す
る
書
面
を
作
成
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
預
貯
金
・
有
価
証
券
に

つ
い
て
は
「
相
続
届
」
を
使
用
し
、
遺

産
の
名
義
変
更
・
払
い
戻
し
手
続
き
を

行
い
ま
す
。

　

相
続
届
は
、
金
融
機
関
ご
と
に
独
自

の
様
式
を
定
め
て
い
る
も
の
で
す
。
遺

産
分
割
協
議
書
が
あ
る
場
合
、
な
い
場

合
、
相
続
手
続
き
代
理
人
が
来
店
し
た

場
合
な
ど
の
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
記
載

方
法
や
添
付
書
類
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
自
店
の
名
義
変
更
手
続
き
を
確
認

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、
遺
産
全
体
の
分
割
協
議
書
の

作
成
を
代
行
す
る
士
業
は
、
弁
護
士
か

行
政
書
士
と
な
り
ま
す
。
預
金
者
か
ら

遺
産
分
割
協
議
書
作
成
の
相
談
を
受
け

た
場
合
に
は
、
相
談
を
受
け
て
も
ら
え

る
士
業
を
案
内
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

ま
た
税
理
士
は
税
務
申
告
に
関
わ
る

場
合
、
司
法
書
士
は
不
動
産
登
記
が
関

わ
る
場
合
に
の
み
、
遺
産
分
割
協
議
書

の
作
成
が
可
能
で
す
。
お
客
様
の
ニ
ー

ズ
に
応
じ
て
、
提
携
税
理
士
・
司
法
書

士
を
紹
介
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

	「遺産分割協議書」は相続預金の払い戻しのほか、不動産の相続登記、証
券口座の名義変更に使用できる。そのため、協議書のコピーをとり原本を
来店者に還付しよう

	 遺産分割協議書が作られない場合、預貯金・有価証券については「相続届」
を使用し、名義変更や払い戻し手続きを行う。記載方法や添付書類など、
自店の手続きを確認しておこう

図表１　遺産分割協議書のポイント

図表２　特別代理人が未成年者を代理する場合

遺産分割協議書

被相続人 近代太郎（令和４年１０月１０日死亡）の遺産につき、
本日分割協議を行った結果、各相続人がそれぞれ次のとおり遺産を
分割し、取得することに決定した。

　第１条　相続人　近代花子が相続する財産
　　一、土地
　　　　所在　東京都中野区東中野～

　第 2 条　相続人近代一郎が相続する財産
　　一、普通預金
　　　　中野東信用組合　東中野支店　口座番号００１３５７９
　　二、定期預金
　　　　中野東信用組合　東中野支店　口座番号００９７５３１
　　　　　　　　～
　第  4 条　上記以外の財産・債務については、相続人近代花子が相

続することとする。 ～

　上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、
これを証するため本書を作成し、次に各自自署押印する。

令和４年１２月２９日

 東京都中野区東中野８丁目８番８号　相続人 近代花子 ㊞
 東京都中野区東中野８丁目８番８号　未成年者相続人　近代一郎

上記　特別代理人
 東京都台東区台東５丁目５番地５　現代　ちかよ　㊞

協議書が複数にわ
たる場合、割印が
あるか

相 続 人 全 員 の 署
名・実印の押印が
あるか

記載内容に訂正が
ある場合、訂正印
があるか

自店の預金口座に
ついての記載が正
しいか

記載されていない
自店口座があった
場合その相続人は
定められているか

母花子と子一郎は共に近代太郎の相続人であり、利益
相反関係にあるため、花子は一郎の遺産分割協議を代
理することができない。そのため太郎の遺産分割協議
は花子と特別代理人の叔母現代ちかよで行う。

未成年者
近代一郎

特別代理人
現代ちかよ

相続人
近代太郎

配偶者
近代花子

１1
㊞
㊞


